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中小企業再生支援協議会とは

協議会事業

多様な中小企業の事業再生を支援するため、平成１５年に各都道
府県に１箇所づつ中小企業再生支援協議会を設置しています。
各協議会に、企業再生に関する知識と経験を持つ専門家（公認会
計士、税理士、弁護士、中小企業診断士等）が常駐しており、中小
企業の再生に係る相談などにきめ細やかに対応しつつ、地域の総
力を結集し再生を支援しています。

支援スキーム

窓口相談（１次対応）

常駐専門家が、ヒアリング・面談等により中小企業の経営状況を把握
し 提出資料等の分析を通じて 経営上の問題点や具体的な課題を抽出
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常駐専門家が中心となり、中小企業診断士等の外部専門家、関係金融機
関等により個別支援チームを編成し、再生計画策定を支援。

し、提出資料等の分析を通じて、経営上の問題点や具体的な課題を抽出
し、どのような支援が最も良いのかを検討します。

「再生計画」策定支援（２次対応）

「再生計画」の策
定が必要だと
判断した場合

関係機関の窓口を
紹介することが適切
だと判断した場合

適切な窓口（商工会議
所・商工会・中小企業
支援センター・政府系
金融機関等）を紹介。

再生の可能性が低
く協議会での対応が
困難だと判断した

場合

可能な範囲でのアド
バイスや専門家等の
紹介。



１．窓口相談及び再生計画策定支援件数の推移

計画策定完了件数相談企業数

・中小企業再生支援協議会は、平成１５年２月の発足以来、平成２１年
度末までに２０，２１１社からの相談に応じ、２，５８１社の再生計画の
策定支援を完了するなどの着実な成果をあげています。

2



1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500
3,395

2,666
(▲23%)

2,798
(+5%)

2,584
(▲8%)

2,731
(+6%)

3,164
(+16%) 2,873

(▲9%)

相談企業数の年度推移

２．窓口相談企業への対応状況

・窓口相談企業数は２，８７３件でした（２０年度に比べ９％減少）。金
融円滑化法の施行を受け、企業が直接、金融機関にリスケジュール
等の依頼を行っていることが影響しているものと考えられます。

・窓口相談に訪れた企業のうち、半数を超える企業が相談段階（一次
対応）で課題が解決しており、再生計画策定支援（２次対応）を実施
したのは、１５％となっています。

（社）
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55.8%

12.8%

2.1%

0.4%

1.8%
5.3%

21.9%

相談段階での企業の

課題解決の提示

計画策定完了

計画策定支援中

計画策定事前調査

中

２次対応等検討中

協議会での私的再生

困難

その他

※「その他」は、再生とは直接関係
のない相談への対応

相談企業への対応状況（累計）

※( )は対前年度比



・再生支援協議会に持ち込まれた相談の持込者は、企業自身が最も
多く５６％、次いで金融機関が３３％となっています。

・年度推移を見ると、企業からの持ち込みが減少している一方で商工
会・商工会議所や都道府県の中小企業支援センターなどからの持ち
込みの割合が増加傾向にあり、再生支援協議会への理解が多くの機
関に広まったことがうかがえます。

累計

３．窓口相談への相談持込者の内訳

56.0%
（11,325社）

33.0%
(6,679社)

10.9%
(2,207社)

累計

(20,211社)

企業 金融機関 その他
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※「その他」の主なものは「商工会・商工会議所」、「都道府県
中小企業支援センター」。

年度推移

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

55.3%
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・窓口相談に訪れる企業の業種は、製造業、卸売・小売業、建設業
の順に割合が高くなっており、年々、製造業、建設業が増加してい
ます。特に、建設業は大幅に増加しており、建設業の２１年度の相
を件数は４３２件と２０年度に比べ約６割増加しました。一方、飲食
店・宿泊業は逆に大幅に減少しており、約６割減の２４０件となって
います。

・相談企業の業種別割合を中小企業全体の業種別割合と比較する
と、製造業の割合が中小企業全体における割合を大きく上回って
いる一方、飲食店・宿泊業やサービス業等の割合は下回っていま
す。特に、製造業において再生支援協議会の活用が進んでいま
す。

４．窓口相談企業の業種別割合

25.3%
(690社)

24.2%
(660社)

9.0%
(247社）

17.7%
(483社）

4.6%
(125社）

19.3%
(526社）

平成19年度
(2,731社)

製造業 卸売・小売業 建設業 飲食店・宿泊業 運輸業 サービス業・その他

製造業

10.9%

(46万社)

卸売・小売業

26.4%

(111万社)

建設業

11.7%

(49万社)

飲食店・宿泊業

15.4%

(65万社)
運輸業

1.8%

(8万社)

サービス業・その他

33.8%

(142万社)
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18年度

(420万社)

製造業 卸売・小売業 建設業 飲食店・宿泊業 運輸業 サービス業・その他
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＜参考：中小企業の業種別割合（企業ベース）＞※総務省「事業所・企業統計調査」より再編加工
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400

500（社）

・再生計画の策定支援を完了した企業数は、２１年度は４７６社（２０年
度に比べ４３％増加）でした。２０年１１月の金融検査マニュアルの改
定により、１０年以内の再生計画が実抜計画として認められるように
なったことなどから、金融機関が再生計画案に合意しやすい環境が
整ってきたことが背景にあるものと考えられます。
・２１年度に新たに再生計画の策定支援を開始した企業数は６０５社

（２０年度に比べ１４％増加）でした。相談件数が減っている一方で新規
支援開始件数が増えているのは、個別の金融機関では対応が困難
な案件が協議会に持ち込まれる中で、協議会の取組により、高度な
案件への対応能力が向上したこと等が寄与したものと思われます。

完了件数の年度推移

５．計画策定支援完了企業数及び新規支援開始企業数

338

533
605

0

100

200

300

400

500

600

700

１９年度

(前年度比▲20%)
２０年度

(前年度比+57%)
２１年度

(前年度比+14%)

6

0

100

200

300

１５年

度

１６年

度

１７年

度

１８年

度

１９年

度

２０年

度

２１年

度

101

355
438 485 394

332
476

新規支援開始件数の年度推移

（社）



・累計では、地銀、信金・信組、第二地銀の順で割合が高く、この３者
で６５％を占めています。また、企業等からの持ち込みは昨年同様
２５％を占めております。

・年度推移を見ると、２１年度は全ての類型で件数が増加しているも
のの、特に地銀案件で件数が倍増していることから、割合では地銀
が１０％ポイント程度増加している一方で、他が総じて減少となって
います。

・中小企業の再生は地域の雇用や取引先を守るものであり、金融機
関にとっても経済合理性があることから、引き続き地域の金融機関
と連携した積極的な再生支援が求められています。

６．計画策定支援完了企業の相談持込者の内訳

35.8%
(924社）

12.0%
(310社）

17.4%
(448社）

7.4%
(190社）

2.6%
(67社）

2 5%
22.4%

(577社）
累計

(2,581社)
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5.3%
(25社)

5.4%
(18社)

9.1%
(36社)

2.1%
(10社)

1.5%
(5社)

1.8%
(7社)

1.7%
(8社)

3.3%
(11社)

5.1%
(20社)

24.6%
(117社)

26.2%
(87社)

17.8%
(70社)
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年度推移

(924社） (310社） (448社） (190社） 2.5%
(65社）

(577社）
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・計画策定支援完了企業には、売上高が小規模な中小企業から比較
的大きな規模の中小企業までが対象になっており、再生支援協議
会が再生計画の策定を幅広く支援してきたことが分かります。

・年度推移を見ると、売上高１～５億円の企業に１０％ポイント程度の
大幅な減少が見られる一方で、１０億円超～５０億円以下の企業で
同程度の大幅な増加が見られます。１０億円超～５０億円以下は、
２１年度の件数が１６７社と２０年度の２倍以上に増加しており、これ
らから企業規模の大きな再生案件が増加傾向にあります。

７．計画策定支援完了企業の規模別（売上高）割合

累計
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4.6%
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累計

(2,581社)
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年度推移

6.3%
(30社)

7.2%
(24社)

6.3%
(25社)

31.9%
(152社)

42.2%
(140社)

40.6%
(160社)

21.0%
(100社)

23.2%
(77社)

22.6%
(89社)

35.1%
(167社)

23.5%
(78社)

27.2%
(107社)

5.7%
(27社)

3.9%
(13社)

3.3%
(13社)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

平成２１年度

(476社)

平成２０年度

(332社)

平成１９年度

(394社)

１億円以下 １億円超～５億円以下 ５億円超～10億円以下 10億円超～50億円以下 50億円超

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



・計画策定支援完了企業の従業員規模については、売上高と同様、
小規模な中小企業から比較的大きな規模の中小企業までが対象
になっており、再生支援協議会が再生計画の策定を幅広く支援して
きたことが分かります。
・累計では２１～１００名の規模の企業が過半数を占め５６．４％と
なっています。
・年度推移を見ると、２０名以下の小規模事業者の割合が減少する
一方で、２１名～１００名、１０１～２００名の層が増加しており、売
上高規模別と同様に企業規模の大きな再生案件が増加傾向にあ
ります。

８．計画策定支援完了企業の規模別（従業員数）割合

10.1% 17.5% 56.4% 10.8% 5.2%累計

１～１０名 １１～２０名 ２１～１００名 １０１～２００名 ２００名以上

累計
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年度推移
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９．計画策定支援完了企業の手法分析

（件）

・再生手法の内訳を見ると、各年度ともにリスケジュールが手法として
最も多く用いられています。年度別に見ると、リスケジュールが全体
に占める割合は２０年度までは６割であったところ、２１年度は大幅に
増加し９割となっています。既述の通り、２０年１１月の金融検査マ
ニュアルの改正により、金融機関がリスケジュールに応じやすい環境
が整ったことが影響しているものと考えられます。

・債権放棄の件数は年々減少傾向にありますが、債権放棄に占める
第二会社方式の割合は年々増加しており、平成２１年度には７８％と
なっています。

・第二会社方式は、債務者・債権者の双方が取り組み易く、税務上の
処理も簡便であるなどのメリットがあり、再生手法として有効であるこ
とから、改正産活法による環境整備を踏まえた活用促進が期待され
ます。

財務面での手法
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219(66%)

423(89%)
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リスケジュール

債務の借換え（ＤＤＳ）

債務の資本への切替え

（ＤＥＳ）

ファンドの活用

債権放棄
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（件）

第二会社方式５７件（７１％）

第二会社方式７１件（６３％）

第二会社方式４０件（７８％）


